
個人情報保護委員会（第６７回）議事概要 

 

１ 日時：平成３０年６月２９日（金）１４：００～１６：００ 

２ 場所：個人情報保護委員会 委員会室 

３ 出席者：堀部委員長、阿部委員、熊澤委員、丹野委員、嶋田委員、 

大滝委員、宮井委員、加藤委員、手塚委員、新保専門委員、 

其田事務局長、福浦事務局次長、的井総務課長、山本参事官、 

坂巻参事官、小川参事官 

４ 議事の概要 

（１）議題１：国際的なプライバシー専門家等との意見交換の結果について 

 新保専門委員及び事務局から、資料に基づき報告を行った。 

加藤委員から「プライバシー及び個人情報の保護に関しては、海外にお

いて当委員会に相当するデータ保護機関だけでなく、学識経験者や実務

家が与える影響も非常に大きいので、その連携も重要であり、今後も積極

的に推進していきたい」旨の発言があった。 

また、宮井委員から「参考となる情報が多くあった。世界の個人情報の

保護に関する制度は一様ではなく、まさに変革期にあり、産業界の課題で

もある。このような状況の中で海外の関係者の考え方にアンテナを張り

つつ、コミュニケーションを重ね、相互理解を深めることは重要であり、

我々委員も、各々心がけてまいりたい」旨の発言があった。 

最後に、堀部委員長から「引き続き学識経験者や実務家とも積極的に意

見交換を実施し、相互理解に努めてまいりたい」旨の発言があった。 

 

（２）議題２：国税庁（受付事務）の全項目評価書について 

個人情報保護委員会議事運営規程第８条第１項の規定に基づき、国税庁

の職員が会議に出席した。 

国税庁から、国税関係（受付）事務についての全項目評価書の概要につい

て説明があった。 

大滝委員から「マイナポータルと e-Tax を利用している納税者へお知ら

せを通知するとのことであるが、誤った相手にお知らせを通知しないため

のリスク対策について説明してほしい」旨の発言があった。 

これに対し国税庁から「納税者が初めて申告書を提出した際や、その申告

書に個人番号の記載がない場合に、職員が J-LIS に個人番号及び基本４情

報の確認を行う。その上で、氏名、住所等が完全一致した納税者のみに対し

てマイナポータルへお知らせを通知する」旨の発言があった。 

堀部委員長から「説明いただいた内容をはじめとしたリスク対策につい

ては、確実に実行するとともに、不断の見直しを行い、より良い体制整備に

努めていただきたい。また、今般、初めて情報提供ネットワークシステムに



接続するに当たり、評価書に記載されているとおり、リスク対策を実行する

必要があるため、職員に対して実務に即した教育・研修を確実に実施してい

ただきたい」旨の発言があった。 

引き続き事務局から、本評価書について特定個人情報保護評価指針に定

める「審査の観点」及び「審査の観点における主な考慮事項」に基づく適合

性及び妥当性の審査結果について説明を行った。 

本評価書は承認され、国税庁に対し、評価書が承認された旨及び承認後に

評価書に記載すべき委員会の審査結果等を通知することとなった。 

 

（２）議題３：厚生労働省（労働者災害補償保険法による保険給付等（年金給 

付）に関する事務）の全項目評価書について 

個人情報保護委員会議事運営規程第８条第１項の規定に基づき、厚生

労働省の職員が会議に出席した。 

厚生労働省から、労働者災害補償保険法による保険給付等（年金給付）

に関する事務についての全項目評価書の概要について説明があった。 

丹野委員から「評価実施機関における個人情報に関する事故の再発防

止策について具体的に説明してほしい」旨の発言があった。 

これに対し厚生労働省から「労働基準行政において、個人情報が記載さ

れた書類等の誤廃棄、誤送付等が発生していることに対して、文書管理研

修の実施、再発防止のための業務手順の見直し及び徹底、所属長等から職

員や管下の組織へ個人情報の漏えい防止についての周知・指示等の対応

を行い、再発防止に取り組んでいる」旨の発言があった。 

堀部委員長から「説明いただいた内容をはじめとしたリスク対策につ

いては、確実に実行するとともに、不断の見直しを行い、より良い体制整

備に努めていただきたい。また、特定個人情報の取扱いに当たり、職員に

対して実務に即した教育・研修を確実に実施していただきたい」旨の発言

があった。 

引き続き事務局から、本評価書について特定個人情報保護評価指針に

定める「審査の観点」及び「審査の観点における主な考慮事項」に基づく

適合性及び妥当性の審査結果について説明を行った。 

本評価書は承認され、厚生労働省に対し、評価書が承認された旨及び承

認後に評価書に記載すべき委員会の審査結果等を通知することとなった。 

 

（４）議題４：その他 

事務局から、日本私立学校振興・共済事業団における短期給付に関す

る事務全項目評価書の公表について報告を行った。 

 

以上 


